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第２３号議案 

尾張旭市介護保険条例の一部改正について 

尾張旭市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。 

令和６年２月２７日提出 

尾張旭市長 柴 田   浩 

提案理由 

この案を提出するのは、介護保険事業計画の見直しにより介護保険料率の算定に関する基準

を改定するに当たり、所要の整備を図るため必要があるからである。 

 

尾張旭市介護保険条例の一部を改正する条例 

尾張旭市介護保険条例（平成１２年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

改 正 前 改 正 後 

（保険料率） （保険料率） 

第４条 令和３年度から令和５年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当

該各号に定める額とする。 

第４条 令和６年度から令和８年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当

該各号に定める額とする。 

(１) 介護保険法施行令（平成１０年政令

第４１２号。以下「令」という。）第３

９条第１項第１号に掲げる者 ２３，９

００円 

(１) 介護保険法施行令（平成１０年政令

第４１２号。以下「令」という。）第３

９条第１項第１号に掲げる者 ２６，３

００円 

(２) 令第３９条第１項第２号に掲げる者

 ３５，９００円 

(２) 令第３９条第１項第２号に掲げる者

 ３９，５００円 

(３) 令第３９条第１項第３号に掲げる者

 ４１，９００円 

(３) 令第３９条第１項第３号に掲げる者

 ４５，４００円 

(４) 令第３９条第１項第４号に掲げる者

 ５０，８００円 

(４) 令第３９条第１項第４号に掲げる者

 ５９，２００円 

(５) 令第３９条第１項第５号に掲げる者

 ５９，８００円 

(５) 令第３９条第１項第５号に掲げる者

 ６５，８００円 

(６) 次のいずれかに該当する者 ６８，

８００円 

(６) 次のいずれかに該当する者 ７９，

０００円 

ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５ ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５
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年法律第２２６号）第２９２条第１項

第１３号に規定する合計所得金額をい

う。以下同じ。）（租税特別措置法（

昭和３２年法律第２６号）第３３条の

４第１項若しくは第２項、第３４条第

１項、第３４条の２第１項、第３４条

の３第１項、第３５条第１項、第３５

条の２第１項、第３５条の３第１項又

は第３６条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第２２条

の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額

が０を下回る場合には、０とする。以

下同じ。）が１２０万円未満であっ

て、 前各号のいずれにも該当しない

者 

年法律第２２６号）第２９２条第１項

第１３号に規定する合計所得金額をい

う。以下同じ。）（租税特別措置法（

昭和３２年法律第２６号）第３３条の

４第１項若しくは第２項、第３４条第

１項、第３４条の２第１項、第３４条

の３第１項、第３５条第１項、第３５

条の２第１項、第３５条の３第１項又

は第３６条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第２２条

の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額

が０を下回る場合には、０とする。以

下同じ。）が１２０万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない

者 

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第８号イ、第９号

イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１

２号イ             に

該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第８号イ、第９号

イ、第１０号イ、第１１号イ、 第１

２号イ、第１３号イ又は第１４号イに

該当する者を除く。） 

(７) 次のいずれかに該当する者 ７７，

８００円 

(７) 次のいずれかに該当する者 ８５，

６００円 

ア 合計所得金額が２１０万円未満であ

って、  前各号のいずれにも該当し

ない者 

ア 合計所得金額が２１０万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当し

ない者 

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と



3/7 

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第９号イ、第１０号

イ、第１１号イ又は第１２号イ   

          に該当する者を

除く。） 

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第９号イ、第１０号

イ、第１１号イ、 第１２号イ、第１

３号イ又は第１４号イに該当する者を

除く。） 

(８) 次のいずれかに該当する者 ８９，

８００円 

(８) 次のいずれかに該当する者 ９８，

８００円 

ア 合計所得金額が３２０万円未満であ

って、  前各号のいずれにも該当し

ない者 

ア 合計所得金額が３２０万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当し

ない者 

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１０号イ、第１１

号イ又は第１２号イ        

     に該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１０号イ、第１１

号イ、 第１２号イ、第１３号イ又は

第１４号イに該当する者を除く。） 

(９) 次のいずれかに該当する者 ９５，

８００円  

(９) 次のいずれかに該当する者 １１１

，９００円 

ア 合計所得金額が４００万円未満であ

って、  前各号のいずれにも該当し

ない者 

ア 合計所得金額が４２０万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当し

ない者 

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１１号イ又は第１

２号イ             に

該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１１号イ、 第１

２号イ、第１３号イ又は第１４号イに

該当する者を除く。） 

(10) 次のいずれかに該当する者 １０４ (10) 次のいずれかに該当する者 １２５
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，７００円 ，１００円 

ア 合計所得金額が６００万円未満であ

って、  前各号のいずれにも該当し

ない者 

ア 合計所得金額が５２０万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当し

ない者 

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ又は第１２号イ   

          に該当する者を

除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、 第１２号イ、第１

３号イ又は第１４号イに該当する者を

除く。） 

(11) 次のいずれかに該当する者 １１０

，７００円 

(11) 次のいずれかに該当する者 １３８

，３００円 

ア 合計所得金額が８００万円未満であ

って、  前各号のいずれにも該当し

ない者 

ア 合計所得金額が６２０万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当し

ない者 

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）又は次号イ         

    に該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、 次号イ、第１３号イ又は第

１４号イに該当する者を除く。） 

(12) 次のいずれかに該当する者 １１６

，７００円 

(12) 次のいずれかに該当する者 １５１

，５００円 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満

であって、  前各号のいずれにも該

当しない者 

ア 合計所得金額が７２０万円  未満

であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第
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１項第１号イ （１）に係る部分を除

く。）              

         

１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ又は第１４号イに該当

する者を除く。） 

 (13) 次のいずれかに該当する者 １５８

，１００円 

ア 合計所得金額が８００万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当し

ない者 

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）又は次号イに該当する者を除

く。） 

 (14) 次のいずれかに該当する者 １６４

，７００円 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満

であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（１）に係る部分を除

く。） 

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 

１２２，７００円 

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 

１７１，２００円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る令和３年度

から令和５年度までの各年度における保険

料率は、同号の規定にかかわらず、１１，

９００円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る令和６年度

から令和８年度までの各年度における保険

料率は、同号の規定にかかわらず、１５，

１００円とする。 
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３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第

１号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る令和３年度から令和５年度までの各

年度における保険料率について準用する。

この場合において、前項中「１１，９００

円」とあるのは、「２０，９００円」と読

み替えるものとする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第

１号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る令和６年度から令和８年度までの各

年度における保険料率について準用する。

この場合において、前項中「１５，１００

円」とあるのは、「２６，３００円」と読

み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる

第１号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る令和３年度から令和５年度までの

各年度における保険料率について準用す

る。この場合において、第２項中「１１，

９００円」とあるのは、「３８，９００円

」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる

第１号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る令和６年度から令和８年度までの

各年度における保険料率について準用す

る。この場合において、第２項中「１５，

１００円」とあるのは、「４５，１００円

」と読み替えるものとする。 

（賦課期日後において第１号被保険者の資

格取得、喪失等があった場合） 

（賦課期日後において第１号被保険者の資

格取得、喪失等があった場合） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項

第１号イ（同号に規定する老齢福祉年金の

受給権を有するに至った者及び同号イ（１

）に係る者を除く。）、ロ若しくはハ、第

２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ又

は第６号ロ              

                   

                  に

該当するに至った第１号被保険者に係る保

険料の額は、当該該当するに至った日の属

する月の前月まで月割りにより算定した当

該第１号被保険者に係る保険料の額と当該

該当するに至った日の属する月から同項第

１号から第６号までの         

                いずれ

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項

第１号イ（同号に規定する老齢福祉年金の

受給権を有するに至った者及び   （１

）に係る者を除く。）、ロ若しくはニ、第

２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、

第４条第１項第６号イ、第７号イ、第８号

イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、

第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イに

該当するに至った第１号被保険者に係る保

険料の額は、当該該当するに至った日の属

する月の前月まで月割りにより算定した当

該第１号被保険者に係る保険料の額と当該

該当するに至った日の属する月から令第３

９条第１項第１号から第５号まで又は第４

条第１項第６号から第１４号までのいずれ
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かに規定する者として月割りにより算定し

た保険料の額の合算額とする。 

かに規定する者として月割りにより算定し

た保険料の額の合算額とする。 

４ （略） ４ （略） 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の尾張旭市介護保険条例の規定は、令和６年度分の保険料から適用し、令和５年度

分以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 


